
グループホームにおける食材料費の取扱い等について（共同生活援助）

令和５年９月にグループホームを運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴

収している事案の報道があったことから、下記のとおり厚生労働省からグループホー

ムにおける食材料費の取扱い等に係る通知が発出されています。

この通知を踏まえ、食材料費の徴収関して適正な取扱い行うよう徹底してください。

（食材料費のほか、光熱水費及び日用品費についてもこれに準じて対応）

なお、食材料費の不適正な徴収は、障害者虐待防止法における「経済的虐待」に該

当する可能性があることにも御留意ください。

＜国通知＞グループホームにおける食材料費の取扱い等について（令和５年 10 月 20 日厚

生労働省企画課監査指導室/障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 事務連絡）

グループホームにおける食材料費の取扱い等について

（略）

今般、グループホームを運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収している

事案について報道がなされたところです。

グループホームについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成

18 年厚生労働省令第 171 号。以下「国の定める指定基準」という。)において、利用者

から食材料費を徴収できる旨を規定するとともに、あらかじめ、サービス(食事等)の内

容や費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと、運営規程に利

用者から徴収する食材料費の額を定めなければならないこととしており、各都道府県等

の条例において、これを参酌した基準(以下「グループホームの指定基準」という。)が

定められているところです。

事業者が、利用者から徴収した食材料費について利用者の食事のために適切に支出し

ないまま、残額を他の費目に流用することや事業者の収益とすることについては、国の

定める指定基準に違反するものであり、各都道府県等の条例において定めるグループホ

ームの指定基準への違反にも該当するものと考えられます。

各都道府県・市町村におかれては、グループホームにおける食材料費について、下記

の点を踏まえつつ、適正な取扱いがなされるよう、管内市町村及びグループホームを運

営する事業者に対して周知徹底するとともに、各自治体が行う監査等の場においても食

材料費の徴収に関して適正な運用がなされているか確認いただくようお願いします。

また、グループホームにおける食材料費の不適切な徴収については、障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号)第２条第７

項に規定する「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」のうち、「経済的虐待」(同

項第５号)にも該当する可能性がありますので、こうした障害者虐待が疑われる場合には

事実確認の徹底をお願いします。

また、食材料費のほか、光熱水費及び日用品費についてもこれに準じて確認や対応を

講じていただくようお願いします。
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記

食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじ

め徴収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還するこ

とや、当該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取

り扱う必要があること。

また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更

時において利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から

求められた場合に適切に説明を行う必要があること。
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